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１．セーフティネット貸付制度（政府系金融機関による融資制度） 

○ 対象 

建築確認、建築着工の減少等により、一時的に資金繰りに著しい支障を来している又は来

すおそれがある中小企業 

○ 融資条件 

 中小企業金融公庫 国民生活金融公庫 商工組合中央金庫 

融資限度額 4.8 億円 4,800 万円 4.8 億円 

融資利率（【参考１】参照） 基準利率 

融資期間 運転資金：7 年以内、設備資金：15 年以内 

元金返済据置期間 3 年以内 

その他 一定の要件を満たす

場合には、担保の免

除が受けられる制度

あり（金利上乗せ）

 一定の要件を満たす

場合には、担保の免

除が受けられる制度

あり（金利上乗せ）

 （注）沖縄県においては、沖縄振興開発金融公庫が、中小企業金融公庫及び国民生活金融

公庫と同様の融資を取り扱っています。 

○ ご利用方法 

申込の際は、各政府系金融機関に必要書類を提出して下さい。なお、必要書類については

各機関にお問い合わせ下さい。 

○ その他 

建築確認、建築着工の減少等による影響がない場合でも、一般貸付の利用は可能です。 

 

 
 

中小企業金融公庫 

東京相談センター 電話：03-3270-1260  名古屋相談センター 電話：052-551-5188 

大阪相談センター 電話：06-6345-3577  福岡相談センター  電話：092-781-2396 

全国各支店  http://www.jasme.go.jp/jpn/bussiness/a400.html 
 

国民生活金融公庫 

東京相談センター 電話：03-3270-4649  名古屋相談センター 電話：052-211-4649 

大阪相談センター 電話：06-6536-4649 

全国各支店  http://www.kokukin.go.jp/tenpo/index.html 
 

商工組合中央金庫    お客様サービスセンター 電話：03-3246-9366 

全国各支店  http://www.shokochukin.go.jp/tempo/index.html 
 

沖縄振興開発金融公庫  電話：098-941-1795  http://www.okinawakouko.go.jp/ 

 
※ 融資制度等に関するお問い合わせは、政府系金融機関（中小公庫、国民公庫、商工中金、沖

縄公庫）、信用保証協会、商工会議所、商工会連合会、中小企業庁・経済産業局に設置されて

いる建築関連の特別相談窓口にご相談ください。 

セーフティネット貸付制度のお問い合せ先 




